
令和 4年度 社会教育委員会議 第１回定例会 次第 

 

日時  令和４年６月１０日（金） 午後１時３０分～ 

会場  丘の上結いスクエア飯田市公民館 

3階大会議室 Ｃ，Ｄ 

 

 

１ 開 会                                      伊藤生涯学習・スポーツ課長 

 

２ 委嘱状交付                                  熊谷教育長 

 

３ あいさつ                                熊谷教育長 

 

４ 委員・職員自己紹介  資料１ 

 

５ 説明・確認事項                            伊藤生涯学習・スポーツ課長 

 （１） 飯田市教育委員会の組織について  資料２  

 （２） 社会教育委員の職務について     資料３  

 （３） 審議会等への委員の選任について  資料４  

 （4） 社会教育関係各課・館・所の令和３年度事業報告及び令和４年度の方針について 別冊資料 

（第２次飯田市教育振興基本計画 中期４年間の取組（いいだ未来デザイン２０２８中期計画戦略

計画）に掲げる重点事業）  

 

６ 協議事項 

 （１） 座長、副座長の選出について                   伊藤生涯学習・スポーツ課長 

     座 長：１人 【              委員】（県社教委連絡協議会副会長、飯伊社教委連絡協議会会長） 

     副座長：１人 【              委員】（県社教委連絡協議会代議員） 

 

    座長、副座長挨拶 

 

 

＊以下の進行：座長 

 （２） ムトスぷらざの運営について 

     公民館より 資料５  秦野副館長 

     共生・協働推進課より 資料６  小林共生・協働推進課長 

 

 

    施設の視察 

     飯田駅前図書館 資料７  滝本図書館長 

     教育センターびーいんぐ 資料８  桑原学校教育課長 

     平和祈念館 資料９  伊藤生涯学習・スポーツ課長 

 

 

    活用についての意見交換 

 

 

 

 （3） 新文化会館の建設に向けた事業プロセスについて  資料１０  下井文化会館館長 

 



 （4） 社会教育関係団体の登録推移について 

     ジャンル 

年度 

学習・交流 スポーツ・健康 合計 

団体数 会員数 団体数 会員数 団体数 会員数 

令和３年度 568 26，787 554 １5，020 １，１22 ４１，807 

令和２年度 ５８９ ２８，７１０ ５５６ １４，６５２ １，１４５ ４３，３６２ 

令和元年度 ６１８ ２９，０７５ ５５６ １４，７９７ １，１７４ ４３，８７２ 

平成３０年度 ６０２ ２８，０９５ ５６６ １４，１２８ １，１６８ ４２，２２３ 

平成２９年度 ６３８ ３０，３０１ ５９３ １５，４４７ １，２３１ ４５，７４８ 

 

７ 社会教育委員会議の活動についての意見交換・情報交換 

 

 

＊以下の進行：伊藤生涯学習・スポーツ課長 

８ 教育委員会各課・館・所からの報告事項 

 

 

９ 今後の日程 

期  日 会議等名 会  場 

６月１５日（水） 県社教委連絡協議会総会・講演会 県総合教育センター 

６月２４日（金） 飯伊地区社教委連絡協議会総会・研修会 阿智村 

９月１５日（木） 県社会教育研究大会 県総合教育センター 

10月中旬 飯伊社会教育委員連絡協議会 

中北部ブロック研修会 
飯田市当番 

未定 社会教育委員会議（臨時会） 市内社会教育施設 

１０月２７日（木）～ 

28日（金） 
全国社会教育研究大会 広島県広島市 

１１月１０日（木）～ 

１１日（金） 
関東甲信越静社会教育研究大会 山梨県甲府市 

１２月７日（水） 
飯伊地区社会教育委員連絡協議会理事会 

（正副座長） 
飯田合同庁舎 

令和５年３月下旬 社会教育委員会議 第２回定例会 市内社会教育施設 

  【長野県社会教育委員連絡協議会理事会（座長）】 

６月１５日（水）  県総合教育センター 

７月１５日（金）  長野県庁 

   １１月２５日（金）  長野県庁 

２月 ３日（金）  長野県庁 

 

１０ その他 

 

 

１１ 閉 会 

 

   ＊終了後、社会教育委員研究会（社会教育委員による自主研究） 

 

 



令和４年度 飯田市社会教育委員 名簿 （５０音順 敬称略） 
令和４年４月１日現在          

氏 名 種 別 
今村
いまむら 幸子さ ち こ  Ｂ 社会教育関係者  
今村
いまむら 光みつ利とし Ｂ 社会教育関係者  
勝又
かつまた 真理ま り  Ｂ 社会教育関係者  
鈴木
す ず き  雅子ま さ こ  Ｂ 社会教育関係者  
竹内
たけうち 稔みのる Ｃ 学識経験者  
永井
な が い  祐子ゆ う こ  Ｃ 学識経験者  
中島
なかじま 正韶まさあき Ｃ 学識経験者  
平田
ひ ら た  睦むつ美み  Ｃ 学識経験者  
三浦
み う ら  宏子ひ ろ こ  Ｂ 社会教育関係者  
持田
も ち だ  貴たか康やす Ａ 学校教育関係者 竜東中学校長 
森本
もりもと 典子の り こ  Ｂ 社会教育関係者  
山口
やまぐち 隆志た か し  Ａ 学校教育関係者 下久堅小学校長 

種別  Ａ：学校教育関係者 Ｂ：社会教育関係者 Ｃ：学識経験者  
教育委員会職員名簿 

職 名 氏 名 
教育長 熊谷邦千加 
参与（教育次長事務取扱） 松下 徹 
学校教育課長 桑原 隆 
学校教育専門幹 今井 栄浩 
生涯学習・スポーツ課長 伊藤 弘 
文化財保護活用課長 宮下 利彦 
歴史研究所副所長 牧内 功 
公民館副館長 秦野 高彦 社会教育係 本島 秀勇 
文化会館長 下井 善彦 矢澤 健 
中央図書館長 瀧本 明子 福澤 慎吾 
美術博物館副館長 牧内 功 片桐 和子  

 資料１  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田市教育委員会の組織及び社会教育委員の位置づけ 
（教育行政機関） 

＊教育長：任期３年、常勤 

 委 員：任期４年、非常勤 

＊教育の基本的な方針策定、 

教委規則の制定・改廃、 

教委機関の設置・廃止、 

その他重要事項の決定 

市議会同意を 

得て任命 

美
術
博
物
館 

歴
史
研
究
所 

＊事務の統括、決定方針の下に事務執行 

 職員の指揮監督 

＊市職員人事により部長級が出向・配属 

 教育長業務の実務補佐 

文
化
会
館 

小学校（19）・中学校（9） 

公
民
館
（ 

 

） 

ス
ポ
ー
ツ
課 

生
涯
学
習
・ 

参与(教育次長) 

学
校
教
育
課 

図
書
館 

飯
田
市
長 

飯田市教育委員会 

 

 

 

教育委員会 ５人 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

教育長 

（教育機関） 

21 

 

 

 

 

社会教育委員 12人以内 

飯田市社会教育委員会議 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 

員 

委 
員 

委 

員 
委 

員 

委嘱 助言 

＊任期２年 

＊社会教育に関する教育委員会へ

の助言のため次の職務を行う 

 ①社会教育に関する諸計画を立

案 

 ②教育委員会の諮問への意見 

 ③必要な調査研究 

総合 

教育会議 

活
用
課 

文
化
財
保
護 

資料２ 



 
社会教育法（昭和２４年６月１０日法律第２０７号） ＜抜粋＞ 

第４章 社会教育委員 
（社会教育委員の設置）  

第１５条  都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  
２  社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 
（社会教育委員の職務） 

第１７条  社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。 

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 

(3) 前２号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。 

２  社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 
３  市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定
の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えること

ができる。 
（社会教育委員の委嘱の基準等） 

第１８条  社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該
地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科

学省令で定める基準を参酌するものとする。    
飯田市社会教育委員条例（昭和５４年飯田市条例第７号） 

（設置） 
第１条  社会教育法（昭和５４年法律第２０７号。以下「法」という。）第１５条の規定により、本市に社会教
育委員（以下「委員」という。）を設置する。 
（委員の委嘱） 

第２条  委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識
経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。 

（定数） 
第３条  委員の定数は、１２名以内とする。 
（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

２  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他委員に関し必要な事項は、教育委員会が定
める。  

資料３ 



 
飯田市社会教育委員会議運営規定（昭和５４年教委訓令第１号） 

（趣旨） 
第１条  飯田市社会教育委員条例（昭和５４年飯田市条例第号）の規定に基づく、飯田市社会教育委員
（以下「委員」という。）の会議はこの規定の定めるところによる。 
（座長及び副座長） 

第２条  委員の会議に座長及び副座長を置き、委員が互選する。 
２  座長は、委員の会議を代表し、会務を総理する。 
３  副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。 
４  座長及び副座長の任期は１年とする。 
（委員の会議） 

第３条  委員の会議は、教育長が招集し、座長が議長となる。 
２  委員の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 
（委員の会議の通知） 

第４条  会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに、招集の日前２日までに委員に
通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 
（定例会及び臨時会） 

第５条  委員の会議は、定例会及び臨時会とする。 
２  定例会は、年２回とし、臨時会は必要に応じ招集する。 
（委任） 

第６条  この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、座長が会議に諮って定め
る。   



  
審議会等への委員の選出について（令和４年度）  
審議会等の名称 委員氏名 

（敬称略） 任期 
飯伊社会教育委員連絡協議会会長・県副会長 中島 正韶 

R３～ 

２年 

飯伊社会教育委員連絡協議会理事・県代議員 永井 祐子 
R３～ 

２年 

飯田市美術博物館評議員 今村 光利 
R4～ 

２年 

飯田市歴史研究所協議会委員 中島 正韶 
R4～ 

２年 

飯田市青少年問題協議会委員 三浦 宏子 
R３～ 

２年 

青少年育成センター青少年育成推進委員 今村 光利 
R３～ 

２年 

「人形劇のまち飯田」運営協議会 森本 典子 
R3～ 

３年 

飯田市キャリア教育推進協議会委員 中島 正韶 １年 

わが家の結いタイム推進協議会（校長会） 山口 隆志 １年 

わが家の結いタイム推進協議会（校長会） 持田 貴康 １年 

いいだ未来デザイン会議委員 永井 祐子 
R3～ 

２年  

資料４ 



令和4年6月10日 社会教育委員会議 第1回定例会 資料

「ムトスぷらざ」の運営について

令和４年6月10日

飯田市公民館・飯田駅前図書館・平和祈念館・教育支援センターび～いんぐ
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令和4年6月10日 社会教育委員会議 第1回定例会 資料

創発コーディネートマネージャーを中心とした運営組織体制

関わる人すべてで創る・運営する・支える仕組みを構築

創発コーディネート
マネージャー

ムトスぷらざ ふらっと会議(月１回) ふらっとの意味＝平場で意見を交換し合う

フラッと誰でも参加できる

ムトスぷらざに集約される
ヒト・モノ・コトを調整し、
創発する仕掛けを考える人若者WG

高校生WG

庁内

➡参加メンバーを参集

※市民のコーディネーターのリーダー
として関わり、高校生や若者世代を
対象として、交流から学びとなり、挑
戦を生み、新たな価値の創発を通
して、地域を担う人材の発掘及び
育成をする。

創発コーディネーター＋若者WG＋高校生WG

【想定される参加者】
※今までに市民WGに参加していたメンバーやムトス
ぷらざで活動したい団体・個人、何かをやってみたい
市民職員など

★今月の館報作成（スケジュール＋各団体紹介）

※若者や高校生が各団体の紹介やお知らせしてい
きたいことを取材することにより、交流と学びを生み出
すきっかけをつくる。

【創発コーディネートマネージャー】
桑原利彦氏

今後活動をする中で増えていくことも
想定

職員ひとりひとりが「創発コーディネーター」として関わる

定期的に開催

【別枠】
＊OIDE地域人教育
＊風越高校普通科

ふらっと会議ルール

♭情報共有の場
♭誰でも参加自由
♭否定はしない
♭創発さがし

月１回庁内ワーキング(Zブロック)
(ふらっと会議後を想定)

活動の成果(見える化)

駐在課 駐在課 教育支援指導主事勤務 司書勤務

公民館 共生・協働 学校教育 図書館 生涯学習 商業観光 結いターン 大学連携 産業振興

Zブロック

交流と創発を生み出す仕掛け1
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令和4年6月10日 社会教育委員会議 第1回定例会 資料交流と創発を生み出す仕掛け (イメージ )2

今日は活動後みんなでお食事会！
電車やバスも使えちゃう！

「絵画」を通じて活動が広がった！

次の発表会、
一緒にできるから
楽しみです！

Iターン世帯 編学校帰りの高校生編

会計の隣で困っていたのは
ブラジル人の女性

どうしよう
かしら…

買物に来た女性編 公民館利用者 編

以前より吾妻町の公民館を
拠点に利用していた絵画サークル

時間や料金も今まで
と一緒で安心♪

近いって
(・∀・)ｲｲﾈ!!

活動を見ていた高校生から
声を掛けてもらった！

上手ですね！
そして楽しそう♪

美術部に所属
してるんです♪

VRのゴーグルを覗いてみると
天龍峡にあるりんご足湯に入るナミキちゃんを発見！
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令和4年6月10日 社会教育委員会議 第1回定例会 資料
3 みんなで創るオープニングイベント



令和4年6月10日 社会教育委員会議 第1回定例会 資料
4 みんなで創るオープニングイベント

ガイナーレ鳥取戦「パブリックビューイング」

「2022明治安田生命Ｊ3リーグ 第11節ガイナーレ鳥取vs 松本山雅FC」のパブ
リック ビューイングを開催
当日は完成間近の喫茶山雅飯田店を内覧も実施

対象試合

日 時 6月5日（日）13:00キックオフ
大 会 2022明治安田生命Ｊ３リーグ第11節
対 戦 ガイナーレ鳥取 vs 松本山雅FC

試合会場 Ａｘｉｓバードスタジアム

主 催
株式会社松本山雅

共 催
飯田市公民館

協 力
山雅後援会 飯伊支部



令和４年度 飯田市の公民館活動 基本方針 

 

１ 「地育力による 未来をひらく 心豊かな人づくり」の実現に向けて公民館が果たすべきこと 

 (1) 地域自治を担う人材の育成 

    飯田市の公民館は、社会教育法に基づく教育機関であるとともに、地域の自治組織の構成団体

でもあるという２面性を持っています。この特性を生かし、社会教育機関としての視点から地域

を見つめ、地域の諸団体と連携・協力を図りつつ、持続可能な地域づくりに向けて次代を担う人

材を育んでいきます。 

(2) コロナ禍でも“できる”ことを考えた住民主体の活動の推進   

   近年の社会環境の変化により、地域への帰属意識や住民相互の人間関係の希薄化がみられます。

また、コロナ禍の影響により、住民に身近な区域で住民主体で運営される分館活動の制限が余儀

なくされています。公民館が培ってきた自分たちでつくり上げていく行動理念や協働の精神を大

切にしながら、住民が地域を想い、支え合う、心豊かな暮らしを紡ぐ公民館活動を推進していき

ます。 

(3) 地域を見つめる学習と交流の推進 

   グローバル化による格差や人口減少、少子化・高齢化に伴う地域の維持、高速交通網の整備に

伴う地域の変化への対応といった従来の課題に加え、コロナ禍により社会や個人の行動が大きく

変容してきています。誰もが暮らしやすい地域にするには、足元の生活課題や地域課題の解決に

ほかならず、今まさに課題に向き合った学習活動が求められています。また、新型コロナウイル

ス感染症との共生時代の交流事業を考え、人と人とのつながりを維持していかなければなりませ

ん。 

   公民館は今後も、「みつける つながる 育てる 実現する場」として、地域に着目した学習と交

流を深めていきます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・地域活性化の起爆剤となる地域の資源（人・もの）を発掘する 
・地域や人を知り、自己実現を図るテーマや素材を見つける 
・多様な主体が情報や課題を共有し取り組むことで相乗効果を生む 
・人と人が結びつくことで悩みや課題解決の糸口となる つ

な
が
る 

・地域を担うキーパーソンが生まれ後継者が育つ 
・住民相互の学びが深まりネットワークが広がる  
・地域が活性化し地域の課題解決に結びつく 
・思いが実現できる 
・新たな気づきや視点を持つ 育

て
る 

公民館は地育力を向上させる実践的な場として機能する 

実
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２ 公民館の具体的な役割 

  公民館は、地域の課題解決に向けた学習と交流を通して自治意識の醸成を図り地域づくりの担い手

を育みます。また、地域で活動する各種団体と連携し学習活動を充実させていきます。そのために、

具体的には次のような場づくりを進めます。 

 (1) 誰もが気軽に利用し活動できる「自由なたまり場」 

 (2) 参加者の自主性・創造性を生かし仲間づくりを図る「集団的な活動と交流の場」 

 (3) 先人が築いた歴史・文化を大切にして今に生かす「歴史を伝え文化を創造する場」 

 (4) 生涯にわたる学習や地域の課題に対応できる「学習の場」 

 (5) 人が人として認め合い暮らせる「人間尊重の精神を学ぶ場」 

 (6) 地域の絆を深め健康で心豊かな人づくりを図る「スポーツ・レクリエーションの場」 

 (7) 子供たちが健やかに育つとともに故郷に誇りと愛着を持てる「地域の良さを再発見する場」 

 (8) 地域の様々な出来事を記録し情報や地域の課題を提供・発信する「情報収集と発信の場」 

 

３ 飯田市の公民館活動の基本理念「４つの運営原則」 

  1973（昭和 48）年、飯田市は文部省の委嘱を受けて、「管理運営に関する事項および運営の指針に

関する事項」をまとめました。1971（昭和 46）年から２年間かけて実施したこの公民館運営基準の研

究の中で、次に掲げる「公民館運営の４原則」が確認されました。 

  時代は変化しても、この理念を尊重しつつ、公民館が果たすべき役割を担っていきます。 

 

４ 公民館活動の展開について 

 (1) 地域の諸団体と連携・協力を図りながら、地域課題や生活課題の解決に向けた学習活動を展開す

るほか、住民ニーズに応える学級・講座を開催し、学び合いの土壌を更に耕します。 

 (2) 専門委員会活動を地域内がつながる大切な機会と捉え、他者との関係性を築くとともに、地域を

素材に学習と交流を促進する事業を主体的に企画立案し運営します。 

 (3) 分館は最も身近なコミュニティ形成の場であり、日常のたまり場として、身近な課題の解決に取

り組むなど、住民同士のふれあいを大切にしながら主体的に活動を展開します。 

 （１） 地域中心の原則 
まちづくりを考えるときも、日常的に身近な地域から出発することが大切である。地域ごとに設
置された公民館は常に地域を中心としてとらえた学びの場であるべきである。  

（２） 並立配置の原則 
地域の規模や特徴は異なっても、公民館は２０地区に対等に配置され、それぞれの活動が等しく
尊重される。この原則は地域中心の原則を保障するものである。  

（３） 住民参画の原則 
公民館を設置し、そこに職員を配置することは行政の役割であるが、公民館の事業の企画運営は、
地域住民によって組織された専門委員会や運営委員会、より身近な住民の単位である分館活動な
ど、それぞれの事業が自発的な住民の意思に基づいて行われることが大切である。この様な組織
や活動は、飯田市の公民館活動の原動力になっている。  

（４） 機関自立の原則 

教育行政が一般行政から一定の独立性、中立性を保っていることに鑑み、公民館が地域の社会教
育機関として住民の主体的な学習活動を保証することは大切である。その意味で公民館が自立し
た体制をもっていることは重要である。   



令和４年度 飯田市の公民館活動 重点目標 

 

１ 地域課題・生活課題を捉えた多様な学習と実践に取り組むことで、地域への関心や、自治の意識と

自治の力を高めます。 

２ コロナ禍における新たな学習や交流のスタイルを検討し、専門委員会や分館において必要な事業を

住民起点で皆で考え合い、関係団体とも連携・協力し、地域コミュニティの維持や学習意欲に応え

る活動を実践します。 

３ 次世代の地域づくりの担い手を育むために、幼保・小・中・高校生・若者と地域の大人を結び、相

互に学び合う場をつくります。 

４ 地域と家庭と学校の三者がそれぞれの役割を考え連携・協働した活動につながるよう「学校運営協

議会等」を充実するとともに、「いいだＣＳ（コミュニティスクール）協働活動」を関係団体と共に

実施し子供の成長を支えます。 

 

令和４年度 飯田市の公民館活動 事業計画 

令和４年度飯田市の公民館活動基本方針及び重点目標を念頭に、次の主な事業に取り組みます。 

新型コロナウイルス感染症との共存を前提に、学びと交流が停滞しないよう、状況に応じた計画、

または実施可能な手段を講じて、“できること”に取り組んでいきます。 

１ 地区公民館と市公民館との合同による事業展開 

 (1) 第 60回飯田市公民館大会【重点目標１】 

   公民館関係者や広く市民を対象に、１年間の公民館活動を振り返り、今後の活動に生かしていく

機会として、令和５年２月 19日（日）に開催します。 

 (2) いいだ人形劇フェスタ 2022【重点目標２、３】 

   人との繋がりや地域資源の保存継承など、様々な可能性を持つ場として捉え、８月４日（木）～

７日（日）に開催します。地区実行委員会の活動を充実させ、地区からフェスタを盛り上げます。 

 (3) 飯田市二十歳の集い【重点目標１、３】 

   該当者の居住地域・出身地域を単位として、令和４年度の成人を祝う式典を、令和５年１月８日

（日）に開催します。 

   各地区では、該当者を含めた実行委員会を組織し、該当者が多様な活動を通じて地域を知り、地

域学習を深めることで、地域に誇りと愛着を持ち、将来における自己のあり方を見つめる機会と

します。    

 (4)高校生等次世代育成事業【重点目標１、３】 

   飯田 OIDE長姫高校の地域人教育を支援するほか、高校の実状に応じた探究学習を支援します。 

成年年齢が 18歳に引き下がります。公民館は社会教育機関として、中学生・高校生が地域の大人

との関わりから、大人としての素養や、社会を観る力、課題を見つけ解決する力を育んでいきま

す。 

 (5) いいだＣＳ（コミュニティスクール）協働活動【重点目標４】 

   公民館長（主事）が学校運営協議会の委員となりコーディネーターとして地域と学校をつなぐと

ともに、地域で育む子どもの姿の実現に向かって関係団体と共に「いいだ CS（コミュニティスク

ール）協働活動」に取り組み子供たちの成長を支えていきます。 

 

２ 各地区では、公民館の役割や重点目標を認識しつつ、地域の実状や課題を捉え、専門委員会が主体

的に事業を企画するほか、多様な分野の学級講座に取り組みます。 

 (1) 親子を対象に仲間づくりを図るとともに、子供を安心して育てていくための継続的な学習 

 (2) 青壮年を対象にした地域実践学習  

 (3) 高齢者の経験や力を次世代や地域づくりにつなげる学習 



 (4) 平和を尊び、多様性への理解を深める学習 

 (5) 芸術文化に触れることで、地域独自の文化の保存・継承・創造につなげる学習 

 (6) 郷土への関心を高め、愛着と誇りを育む学習 

 (7) 心身の健康について関心を高める相互の学習 

 (8) 自然保護や経済活動、再生エネルギー等、環境について考える学習 

 

３ 市公民館は、市民の学習と交流を深めるために以下の事業を主管して展開します。 

 (1) 高校生講座 

   世界とのつながりを意識しながら自身の行動や生き方、地域の将来を考えることのできる人材を

育成します。 

   創発コーディネーターと連携し、高校生を中心とした学習交流活動を支援します。 

 (2) 第 46回飯田市民大学講座 

   「伊那谷の自然と文化」をテーマに、地元研究者を中心とした多種多様な分野の講座を開講しま

す。 

 (3) 第 46回公民館コーラスグループ発表会 

   各公民館を拠点に活動するコーラスグループが実行委員会を組織し、７月３日（日）に開催しま

す。 

 (4) 第 41回飯田市女性バレーボール大会 

   バレーボール連盟の協力を得て、参加チームの主体的な運営参加により、11月 13日（日）に開

催します。 

 (5) 人権平和・多文化共生事業 

   平和祈念館と連携し、人権・平和の意識向上を図るとともに、外国人住民への日本語教室を柱と

した多文化共生事業を展開します。 

 (6) 家庭教育支援事業 

   出産や育児等の不安を解消してもらうための妊婦さん講座や、親子で学び合う子育て講座を実施

します。 

 (7) 「ムトスぷらざ」で展開される事業 

   図書館、平和祈念館、学習支援室やムトス活動支援機能が実施する事業と連携した次世代育成事

業を実施します。 

 

４ その他 

 (1) 第 70回天龍峡夏期大学講座 

   地域課題や社会課題を考える契機とするとともに、地域への誇りと愛着を醸成することを目的と

して、川路公民館が主管し開催します。 

 (2) 公民館維持管理・施設整備事業 

   従前の窓口予約に加え、インターネットでの各公民館の利用予約を 10月から開始します。 

   施設管理計画に基づき、計画的に改修や環境整備を進めます。 

 (3) ブロック公民館事業 

   20地区の公民館を４つに編成したブロック公民館では、スポーツ行事等を通じた他地域との交流

や、公民館役員対象の研修会及び情報交換会を実施します。 

 (4) 館長会・主事会 

   地域住民の学習活動を支える職員が、定期的な情報交換や研修会を開催して連携を深めるととも

に、その力量の向上に努めます。 

 (5) 主事会プロジェクト事業 

   公民館主事会ではプロジェクトチームを編成して、公民館を取り巻く様々な課題の解決のために

実践的な学習や研究に取り組みます。 



       助成事業ごあんない     ＊＊＊＊＊  令和４年度 募集要領  ＊＊＊＊＊ 
「ムトス」を合言葉に、地域をより良くしようとする活動を助成事業で応援します。 

 

活動する皆さんの歩みに沿った応援ができるよう、年に複数回の応募機会を設けました。   
１ 地域づくり応援事業 
対象者 

飯田市内で、地域づくりに取り組む団体、個人 

(まちづくり委員会・単位自治会・公民館分館を含む) 

対象事例 

１．新しい地域づくり活動を応援します。 

２．子育てを楽しめる地域づくり活動を応援します。 

３．世代間交流が活発になる地域づくり活動を応援します。  

４．飯田の未来を担う人材の育成や人づくり支援活動を応援します。 

対象事業 令和５年３月１５日までに実施し、完了する事業 

助成額 
事業費の７０％以内で、３０万円が上限です。 

20歳までの若者が対象の「若者助成」は、助成率100％です。   
２ 多様な主体が連携する協働事業 
対象者 

飯田市内で、地域づくりに取り組む団体 

(まちづくり委員会・単位自治会・公民館分館を含む) 

対象事例 

２つ以上の団体が「連携協働し、新たに始める地域づくり活動」を応援します。 

例） 町内会とNPO法人が役割分担して活動する… 

例） ２つのまちづくり委員会が共通する目的課題に対し実施する事業… など 

対象事業 令和５年３月１５日までに実施し、完了する事業 

助成額 助成額（上限30万円）を協働した団体で分配します。   
※ コロナ対策費 
対象者 上記１・２の事業の申請者で、コロナ対策費が必要な申請者。 

 
※令和３年度から、特別に設けている助成です。 

対象事例 消毒用品・マスクなどの消耗品、オンライン会議のためのウェブ環境の整備など 

助成額 上限５万円 助成率100％ 

 ※上記１・２の申請に、加算されます。     
「ムトス」とは、市民一人ひとりの「…をしようとする（セムトス

．．．

ル）」といった自発的
な意志力を表したもので、飯田市のまちづくりの合言葉です。 

ムトス飯田若者 
ムトス飯田 6



 
（助成の趣旨） 

わたしたちの地域のために、身近なことから取り組みたいという方々を応援するため、気楽に

挑戦できるよう「チャレンジ助成事業」を行います。 

 

１ 助成対象団体 

  飯田市内で活動し、チャレンジしようとする活動に自主性がある団体や個人 

 

２ 助成対象事業 

 （１）地域や市民に貢献する、また、元気になるような多様な活動を対象とします。 

 （２）他の助成金を申請しない事業であり、活動の様子を公開できる事業を対象とします。 

 

３ 助成限度額 

  上限５万円（助成額は対象経費の全額） 

 

４ 申請時期や方法 

（１）別紙１の「チャレンジ助成事業申請書」に記入し、提出してください。 

（２）いつでも申請可能です。※活動したい時にできるよう、募集期間を設けていません。 

（３）申請書の書き方や、事業の組み立て方など、不明な点はお気軽にご相談ください。 

（４）同じ内容で、複数回実施する場合は、2回まで申請ができます。 

 

５ 申請から事業実施、報告と発信までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 提出先及び問合せ先 

  ムトス飯田推進委員会事務局 

〒395-0086 飯田市東和町２丁目 35番地 丘の上結いスクエア２階 ムトスぷらざ内 

℡0265-22-4560（直通）  メール danjo@city.iida.nagano.jp 

 ムトスチャレンジ助成事業要項   ～ムトスの精神で活動する第一歩を後押しします～ 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田市立図書館 飯田駅前図書館 

高校生をメインターゲットとした中央図書館のサテライト施設 
図書館基本機能（本と情報の提供） 高校生のやってみたい気持ちを応援 

■図書館システムを導入し、本の貸出・検索・予約（南信州図書館ネットワークからの取り寄せ）ができる。   

セルフ貸出機、図書検索機、返却ポスト、（予約本受け渡しロッカーを設置） 

■シェアスペースとオープンにつながる本との気軽な出会いの場  

・オープン書架の本は駅前プラザ開館中（8：30～22：00）はいつでも読むことができ、セルフ貸出機で借りることができます。 

・シェアスペースでゆっくり本を楽しんだり、友達同士で本を眺めたりできます。 

■人と本をつなぐ司書を配置    ※職員がいないときには利用できない棚があります。裏面→ 

 ＊職員配置時間  ●月・水・金曜日；15:00～20:00（祝日は配置なし）  ●土・日曜日；10:00～18:00             

 ＊本を探すお手伝い、活動を行いたい時の参考になる本の紹介や取り寄せなどのサポート。探求学習の資料収集支援など。 

■読書活動を通じて、高校生のやりたいことを実現する場  

令和 4年度の予定：参加のきっかけ作り、高校の図書委員会やふらっと会議などで意見を聞きながら「やってみたい」を支援  

〔気軽に 親しみやすく〕 〔読んでみまい・調べてみまい・やってみまい〕 

▪高校生の嗜好・ニーズに応える本 
▪若い世代の‟読みたい”を引き出す本 ▪高校生の探求的な学びを誘う仕掛け 

▪新たな発見や挑戦につながる本 
自発的な読書 知りたい・やりたいを見つける 交流し学びや活動が広がる 地域を知り、地域の魅力を作る 

○本から学びが広がる企画の開催(例) 

 読書会、ブックカフェ、ビブリオバト

ル、まちを歩いて調べよう 等 

○参加・体験・企画できる 

 本の紹介 POP作成、コーナー作り、 

 講座運営 

○他講座や他機関との協働 

 各講座の学びを深める本の提供 

気
楽
な
居
場
所 

小説、ライトノベル、エッセイ、 

コミック、部活応援、音楽、趣味、

友達、恋愛、人間関係、電車で読め

る本、 

（高校生、利用者も発信） 

将来を考える（仕事、大学、生き方）、

飯田を知る、郷土の人物、まちの過

去・現在・未来、知りたい・やりた

いを引き出す、世界を知る 

（高校生へのメッセージの棚） 

本
と
の
出
会
い
を
つ
く
る 

学び合いの場をつくる 
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 飯田駅前図書館蔵書レイアウト R4.5.19 現在     約 130 ㎡ 約 10,000 冊 

Ａ 世界を知り日本を知る  Ｂ いいね！飯田・下伊那   Ｃ・Ｄ 勉強は案外おもしろい  Ｅ 将来を描く 

Ｆ「自分」に向き合う   Ｇ～Ｉ The 小説  Ｊ 手軽に気軽に文庫小説 Ｋ 世界の文学に触れる  

Ｌ 「好き」に夢中  ＭＮ 「好き」を見つける   Ｏ マンガがなくちゃはじまらない  Ｐ 手軽に気軽に文庫小説  

Ｑ テーマ本、学習参考書・辞書   Ｒ テーマ本 

【びーいんぐ 
(教育支援 
センター）】 

返却ポスト/ 
予約本受取

ロッカー 

ＡＢ  

ＣＤ 

木箱テーマ本 木箱テーマ本 

Ｅ Ｆ ＧＨ  I J 

Ｋ 

Ｌ 

Ｍ 

Ｎ 

Ｏ 

Ｐ 

Ｑ Ｒ 

片面ブックトラック 

外国語図書 

片面ブックトラック 

絵本 

両面ブックトラック 

一般の小説 

【シェアスペース】 
・気楽に本を眺め

る、手に取る 
・友達と一緒に 
楽しむ 

セルフ貸出機 
職員がいないときも貸出可能 

オープン書棚 
いつでも利用可能 
テーマ本（入替制） 
高校生・市民おすすめ本  

 いつでも利用可能 

【平和祈念館側】 バックヤード 

カウンター  司書職員が対応 







－戦争の惨禍の真実から、次世代に平和の大切さを語り継ぐために－ 
飯田市平和祈念館                           

ご案内 
飯田市平和祈念館に展示・保管されている数多くの平和資料は、実際に戦争を体験された

皆さんが身に着けた物や、使用していた品々です。いずれもご本人やご遺族から寄贈・寄託

された貴重な資料です。 
ごゆっくりご覧いただき、「戦争の惨禍」の真実から、私たち一人ひとりが「平和とは何

か、そのために何をすべきか、何ができるのか」を考え、次世代に平和の大切さを語り継ぐ

ためのきっかけとなれば幸いです。 
９



新文化会館整備検討委員会

市民ワークショップ

専門家会議

施設利用者会議

◎新文化会館を活かしてどのような創造活動を行っていくかを多様に出し合う場（4～5回）

◎基本理念、基本構想、基本計画について市長に対して意見・提案を行う組織（9～10回）

[20人程度] 利用団体及び教育・文化・福祉等団体関係者、学識経験者、一般公募委員で構成

[20～30人] 文化活動実践者、学生、一般公募者で構成

新文化会館の建設に向けた事業プロセスについて

【各種会議の設置】

◎舞台芸術や文化施設に関する専門的な知見を有する者からの助言を得る場（随時開催）

◎利用者の視点からの意見提案を得る場（随時開催）

[ 7～ 8人] 舞台技術者、他地域の類似文化施設関係者で構成

文化会館、鼎文化センター及び旧飯田市公民館ホール等の利用団体等

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下

  基本理念の策定

  基本構想の策定

  基本計画の策定

　基本設計　実施設計

　建設工事

  整備検討委員会

  市民ワークショップ

  専門家会議

  施設利用者会議  市民意見聴取

Ｒ10 Ｒ11Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9

学識経験者は都市デザイン・他地域の類似文化施設等の専門家

……

……

……

……

文化会館

【事業スケジュールの見通し】
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